平成23年4月28日

東京発チーム事業継続 運営事務局
東京発チーム事業継続　応援団登録のご案内

このたびは、『東京発チーム事業継続』応援団登録フォームのダウンロードありがとうございます。

『東京発チーム事業継続』は企業の事業継続への取り組みを支援し、より多くの企業がＢＣＰに取り組めるようその理念を普及・啓蒙するためのコンソーシアムです。ご存知のように事業継続は自社だけが取り組んでいれば良いというものではありません。関連企業やステークホルダー企業の事業停止はサプライチェーンの全ての企業の事業継続に影響をおよぼします。できるだけ多くの企業が不測の事態に備えることが、自社の事業安定につながることは間違いありません。
ただ、実際にはノウハウ不足やリソース不足、直接利益に結びつくわけではないから、など様々な理由で多くの企業がＢＣＰの策定を断念しているのが実情です。

当コンソーシアムでは、応援団登録企業様に自社のＢＣＰの取り組みをアピールしていただくことにより、こうした企業の手本となり、サプライチェーンの強化を促進するとともに、他の組織の取り組みを学ぶことで自社の取り組みをさらに向上させることを目指します。
そこで、応援団登録企業様には次の2点を宣言していただきます。（応援団登録申請書参照）

□　自社でBCPに取り組みます！

□　『東京発チーム事業継続』の取り組みを応援します！

応援団登録をご希望の方は、『東京発チーム事業継続応援団』登録企業・団体活動規約をよくお読みいただき、申請書をご提出ください。申請書は、申請部署の責任者の方に捺印いただき、会社案内／団体案内・活動規約とともに郵送いただけますようお願いいたします。

何かご不明な点などございましたらお問い合わせください。

	東京発チーム事業継続 運営事務局

ニュートン・コンサルティング株式会社

〒102-0093　東京都千代田区平河町1－7－20

ＴＥＬ：０３－３２３９－９２０９　ＦＡＸ：０３－５９１３－９９５０

info@newton-consulting.co.jp


東京発チーム事業継続応援団 登録企業・団体活動規約
2010年7月15日制定

2011年4月28日一部改正

大地震や世界規模の新型インフルエンザの大流行等、企業を取り巻くリスクは年々高まっています。企業の事業中断は、売上の減少、事業の縮小のほか、最悪の場合は廃業に追い込まれる危険性があります。万が一の事態から企業を守るためには、緊急事態を想定し、事前の備えとして、企業の事業継続や早期復旧に必要な対応策を定めた「ＢＣＰ（事業継続計画）」を策定しておくことが非常に重要です。

このたび「東京発チーム事業継続」は東京都による平成２２年度事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援事業の一環として発足いたしました。当該事業は、中小企業の支援施策として、ＢＣＰ専門コンサルタントを派遣することでＢＣＰ策定を支援する一方、「東京発チーム事業継続応援団」として、ＢＣＰを既に策定している企業によるコンソーシアムを設置し、その活動をとおして、より多くの企業・団体にＢＣＰ関連の情報提供をすることで、ＢＣＰの普及・啓蒙活動を展開してまいります。
｢東京発チーム事業継続応援団｣にご登録いただく企業・団体の皆さまにはＢＣＰ普及・啓蒙の先駆者として自社の取り組みを紹介し、また、ＢＣＰに取り組んでいる他の企業を応援していただきます。各企業、団体にとっては、これまでに取り組んできたＢＣＰの内容を広くＰＲする機会となるほか、ＢＣＰに取り組んでいる積極的な企業とのつながりを創出することもできます。是非、ＢＣＰ策定をつうじて東京都の、日本の継続力を向上していきましょう。

1. 目的

企業・団体活動規約（以下「本活動規約」といいます。）は、「東京発チーム事業継続応援団」に登録するすべての企業・団体（以下「応援団員」といいます。）が活動を行うにあたり遵守すべき事項を定めるものです。

2. 参加資格

(1) 日本国内のすべての企業・団体（政治団体及び宗教法人を除きます。）は、「東京発チーム事業継続
運営事務局」（以下「運営事務局」といいます。）に対し、登録申請書を提出し、承認を得ることで「東京発チーム事業継続応援団」に参加することができます。
(2) 申請書の記載等から「東京発チーム事業継続応援団」の趣旨に反することが明らかであると認めら
れる場合には、参加が承認されないこともあります。
(3) 登録申請書類及び登録申請に関る添付書類は、登録申請に伴う確認及び運営事務局からの連絡以外
の用途に使用することはありません。
(４) 登録申請書類及び登録申請に関る添付資料は返却いたしません。
3. 活動内容

(1) 応援団員は、「東京発チーム事業継続」の目的を達成するために、次の２つの活動をおこないます。

1 ＢＣＰの策定に取り組み（策定済み又は策定中）、「東京発チーム事業継続」ホームページで広く広報する

2 東京都による事業継続計画(ＢＣＰ)策定支援事業を支持する

(2) 運営事務局は応援団員にアンケート調査へのご協力をお願いする場合があります。その際は、出来
る限りご協力ください。ご回答いただいたアンケートの内容は統計的に処理し、組織が特定されるようなかたちでの結果公表を行うことは一切ありません。

(3) 東京発チーム事業継続のＰＲ活動へのご協力をお願いする場合があります。その際は、出来る限り
ご協力ください。

4. バナーの使用等
(1) 応援団員は、バナーを無償で使用することができます。
(2) 登録申請完了後、運営事務局から担当者様宛てにＥメールにてバナーを送付いたします。

(3) 応援団員は、バナーの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保提供もしくは転貸することはできません。

(4) バナーを改変することは禁止します。ただし、ホームページなどに掲示するために拡大
もしくは縮小してご利用いただくことは可能です。

(5) バナーの使用承認を受けた応援団員が『東京発チーム事業継続』の参加資格を喪失した
場合、応援団員は速やかにバナーの使用を停止してください。

(6) バナーは『東京発チーム事業継続』の趣旨を守ってご利用ください。

5. 募集期間

「東京発チーム事業継続応援団」の募集は、2012年3月31日までとします。
6. 指導等

運営事務局は、応援団員またはその関係者が、次のいずれかに該当する場合、当該応援団員に対し、理由を伺った上、是正をお願いすることがあります。

1 本活動規約に違反し、またはその疑いがあると認められる場合
2 第４条に違反し、またはその疑いがあると認められる場合

3 その他「東京発チーム事業継続応援団」の趣旨に反する行為を行い、またはその疑いがあると認められる場合
7. 登録の削除
(1) 応援団員は、運営事務局に対し、電子メールで届出をすることにより、いつでも「東京発チーム事
業継続応援団」への登録を削除することができます。
(2) 前項の場合においても、運営事務局は、応援団員の過去の登録に伴う活動報告等に関する情報を保
有し、「東京発チーム事業継続」及び「東京発チーム事業継続応援団」活動に利用することができるものとします。
(3) 運営事務局は、応援団員が次のいずれかに該当する場合、当該応援団の登録を削除することがあり
ます。

1 倒産、解散したとき
2 「東京発チーム事業継続応援団」の趣旨に明らかに反するような行為を行ったと認められるとき
3 活動を強制したり、疑わしい行動で利益誘導を行ったと認められるとき
4 法令や公序良俗に反する行為をしたとき
5 応援団員が本活動規約に違反し、運営事務局による是正勧告に従わない場合
6 その他、東京発チーム事業継続運営事務局の信用を傷つける行為を行ったと認められるとき

8. 規約の改訂

本活動規約は、運営事務局により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がありますので、ご承知ください。

東京発チーム事業継続　運営事務局　御中
東京発チーム事業継続　応援団登録申請書
『東京発チーム事業継続』への登録および『東京発チーム事業継続』バナーの使用承認について、次のとおり申請します。登録の承認を受けた際には、『東京発チーム事業継続』登録企業・団体活動規約を遵守します。

	【　企業・団体情報　】

	企業名・団体等の名称
	

	代表者名
	

	企業・団体等の
ホームページ
	http://

□　東京発チーム事業継続サイトからのリンクを希望する

	参加単位
	□　部署　　□　事務所　　□　企業・団体　　□　その他

	住所
	〒　



	【　担当者情報　】

	担当者名
	

	担当者所属部署
	

	電話番号
	
	FAX番号
	

	メールアドレス
	


◆　継続力宣言をしよう！（すべての項目への取り組みが必要です。チェックしてください。）

□　BCPに取り組み、その内容を広く紹介します！

□　『東京発チーム事業継続』の取り組みを応援します！

◆　事業継続の取り組みについて簡単に記載してください。ここに記載された内容は『東京発チーム事業継続』サイトで紹介されます。（記載内容例：貴社のBCP取り組みの紹介、BCPに取り組んだことで感じているメリットなど。BCP策定前後での社内の変化、対外的アピール、取引先へのアピールなど）（全角300文字程度）
	


◆　バナーの使用用途を記載してください。（全角300文字以内）
	


◆　下記書類を添付してください。

	（企業の場合）　□　会社案内　　　　　　　　　　　　　　　（団体その他の場合）　□　団体案内・活動規約
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